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「かめしんの投信自動積立（定時定額購入取引）」取扱規定 【総合口座貸越対応用】 

 

１．（規定の趣旨） 

この規定は、お客様と、亀有信用金庫（以下「当金庫」といいます。）との間の、毎月お客様が指定

する日（以下「引落指定日」といいます。）に、お客様があらかじめ指定した金額（以下「買付金額」

といいます。）を引落指定口座から引落し、お客様が指定する投資信託を購入する取引に関する取り

決めです。この取引を定時定額購入取引（名称「かめしんの投信自動積立」、以下「本サービス」と

いいます。）と呼びます。 

２．（利用資格者） 

 本サービスの利用資格者は、本取扱規定に同意し、個人のお客様で総合口座取引のあるお客様とし

ます。 

３．（買付銘柄の選定） 

(1) 本サービスによって買付できる投資信託は、自動けいぞく（累積）投資銘柄のうち、当金庫が選

定する銘柄（以下「選定銘柄」といいます。）とします。ただし、つみたてＮＩＳＡにおいて買付

できる投資信託は、選定銘柄のうち、つみたてＮＩＳＡ用として当金庫が選定する銘柄とします。 

(2) お客様は、選定銘柄の中から１銘柄以上を指定し、買付の申込を行うものとします（指定された

銘柄を以下「指定銘柄」といいます。）。 

４．（申込方法） 

お客様は、次の各号すべてに該当する場合に限り本サービスを開始することができます。 

(1) 事前または同時に所定の申込書によりお客様が当金庫に投信取引口座を開設済みであるまたは

開設されること。 

(2) お客様が当金庫所定の本サービスの申込書等に必要事項を記入し、署名、捺印（投信取引口座の

お届出の印鑑によります。）のうえ当金庫へ提出し、当金庫が承諾し、システム登録を完了してい

ること。 

５．（買付金額の引落し） 

(1) 引落指定口座は、お客様が「亀有信用金庫投信取引約款」に従って届出された預金口座とします。 

(2) 引落指定日は、毎月１日、１０日とし、引落指定日が当金庫の休業日にあたる場合は、その翌営

業日を引落指定日とします。 

(3) 買付金額を引落指定口座から引落す場合には、預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金

通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出は不要とし、当金庫所定の方法で行うものとします。 

(4) １銘柄あたりの毎月の買付金額の単位等は選定銘柄ごとに目論見書補完書面に定めるものとし

ます。なお、つみたてＮＩＳＡをご利用される場合の毎月の買付金額の上限は、原則33,000円（指

定銘柄が複数ある場合は、それらを合算した毎月の買付金額合計で33,000円を上限）とします（た

だし、(5)で定める増額月を設ける場合を除きます。）。 

(5) 年間６回まで、毎月の買付金額に、お客様が指定する金額を増額することができます 

(6) 引落指定口座で総合口座を指定する場合は、買付金額の引落しの結果、お客様の引落指定口座で

貸越が発生する場合があります。なお、総合口座での貸越については、下記６．に従うものとしま

す。 

(7) 同一日に複数銘柄の買付金額を引落指定口座から引落す場合には、当金庫で任意のものから順次

引落しいたします。 

(8) 引落指定口座の残高不足等の理由で買付金額の引落しが成立しなかった場合は、当金庫からお客

様への通知はいたしません。 

６．（総合口座貸越による買付） 

(1) 引落指定口座の普通預金について、その残高をこえて本サービス利用での引落しが発生した場合
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には、当金庫は総合口座での定期預金を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し､普通預金

へ入金のうえ引落しを行います。 

(2) 前項による当座貸越の限度額（以下「極度額」といいます。）は、総合口座取引規定に定める極

度額または 10 万円のいずれか少ない金額とします。 

(3) 本サービス利用での貸越金の返済期限は、引落指定日を貸付日として１か月を経過した日（該当

日が休日の場合は、翌営業日）とし、貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込

まれた資金（受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます。）は貸越金残高に達

するまで自動的に返済にあてます。なお、返済については、本サービス利用での貸越金への返済を

優先して行うこととします。 

(4) 前項による返済期限が到来した場合に貸越元利金等があるときは、当金庫からの請求がなくて

も、それらを支払っていただきます。 

７．（買付時期および方法） 

(1) 指定銘柄の買付の申込は、引落指定日の翌々営業日（以下「買付申込日」といいます。）としま

す。 

(2) 買付申込日が指定銘柄の買付申込を行えない日にあたる場合は、当該日以降で当該指定銘柄の買

付申込が可能となる営業日を買付申込日とします。 

(3) 指定銘柄の買付方法は、引落指定日においてお客様の引落指定口座から買付金額の引落しが成立

した場合に限り、当該金額を当金庫がお預かりし、当該指定銘柄の「自動けいぞく（累積）投資約

款」の定めに従って買付を行います。 

(4) つみたてＮＩＳＡをご利用の場合に、収益分配金の再投資等により、その年のつみたてＮＩＳＡ

で買付した金額の合計額が 40 万円を超える場合は、当該 40 万円を超える部分については、特定口

座または一般口座での買付となります。 

(5) 買付手数料および消費税は、当該指定銘柄の「自動けいぞく（累積）投資約款」に定めがある場

合には、徴収するものとします。 

８．（返還および収益分配金の再投資） 

返還および収益分配金の再投資は、当該指定銘柄の「自動けいぞく（累積）投資約款」に基づき行う

ものとします。 

９．（取引および残高の通知） 

当金庫は、本サービスに基づくお客様への取引明細および残高の通知を取引残高報告書により通知い

たします。 

１０．（選定銘柄の除外） 

選定銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当金庫は当該銘柄を選定銘柄から除外することが

できるものとします。 

① 当該選定銘柄が償還されることとなった場合もしくは償還された場合。 

② その他当金庫が必要と認める場合。 

１１．（申込事項の変更・解約） 

(1) お客様は、引落指定日の７営業日前までに所定の手続によって当金庫に申し出ることにより、本

サービスに関する契約内容の変更・解約を行うことができます。 

(2) 本サービスは次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。 

① お客様が当金庫所定の手続により、本サービスの解約を申し出た場合。 

② 当金庫が本サービスを営むことができなくなった場合。 

③ その他当金庫が必要と認める場合。 

１２．（その他） 

(1) つみたてＮＩＳＡをご利用の場合は、買付および換金に係る手数料、ならびに取引口座の管理、

維持等に係る口座管理料はいただきません。 

(2) 当金庫は、この契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によって
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も対価をお支払いいたしません。 

(3) 本規定に別段の定めがないときは、「亀有信用金庫投信取引約款」、上記３．に定める選定銘柄

の「自動けいぞく（累積）投資約款」、「総合口座取引規定」等に従うものとします。 

１３．（規定の変更） 

この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事

由が生じたときは、民法第 548 条の４の規定に基づき、変更することがあります。 

変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相

当の方法により周知します。 

なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものである

ときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。 

以 上 

（2022 年 05 月改定） 

 


